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令和３年度第３回庁議提案  審議・報告・その他 

                    提 出 日：令和３年５月１８日 

                    担当部・課：復興事業部宅地管理課〔内線５４８２〕 

① 件  名 

 東日本大震災に伴う石巻市防災集団移転促進事業補助金の廃止について 

②施策等を必要とする背景及び目的（理由） 

【背景】 

  東日本大震災に伴う石巻市防災集団移転促進事業補助金については、津波災害区域や地盤崩落

などの自然災害から市民を守るため、住居の用に供する建築物の建築を制限する災害危険区域を

平成２４年１２月１日告示、防災集団移転促進事業大臣同意により定めた移転促進区域内から石

巻市が同事業で造成した宅地に移転する被災者に対し補助金を交付した。 

  災害危険区域内の被災世帯６，６１５世帯のうち防災集団移転促進事業補助金申請のあった 

２，１３８件に対し補助金を交付したことで、当事業の目的が達成された。 

【目的】 

令和２年度で事業が完了したことから、当該補助金を廃止するもの。 

③根拠法令及び総合計画又は個別計画との整合性 

【根拠法令】 

防災集団移転促進事業費補助金交付要綱 

（昭和４８年２月１５日自治疎第４号） 

東日本大震災に伴う石巻市防災集団移転促進事業補助金交付要綱 

 （平成２５年９月１７日石巻市告示第２８９号） 

 

【〔総合計画との整合性 総合計画の位置付け：有・無〕 又は 〔個別計画との整合性〕】  

 石巻市震災復興基本計画 

第３章 施策の展開 施策大綱１ みんなで築く災害に強いまちづくり 

  ３ 減災まちづくりの推進 （１）都市基盤の復旧・復興 

④提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。） 

平成２４年 ３月  防災集団移転促進事業計画書大臣同意承認（鹿立浜地区、小室地区） 

平成２５年 ３月  防災集団移転団地 起工式 

平成２５年 ７月  防災集団移転団地 先行８地区工事着工 

平成２５年 ９月  東日本大震災に伴う石巻市防災集団移転促進事業補助金交付要綱の制定

（告示第２８９号） 

平成２６年 ５月  宅地引き渡し開始（第１号 北上地域 釜谷崎団地） 

平成２６年 ９月  消費税増税（５％⇒８％）に伴う要綱改正（平成２６年４月１日適用） 

令和 元年１０月  消費税増税（８％⇒１０％）に伴う要綱改正（令和元年１０月１日適用） 

令和 ３年 ３月  補助金交付完了 

⑤主な内容 

東日本大震災に伴う石巻市防災集団移転促進事業補助金を廃止するもの。 

資料８ 
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⑥実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。） 

【影響・効果】 

防災集団移転団地への移転者全員の再建が完了したことから影響はない。 

※交付実績 

平成２５年度     １８件      ２，４２２，０００円 

平成２６年度     ２２件     １７，５４０，０００円 

平成２７年度    ４８８件    ５９９，２２６，０００円 

平成２８年度    ７５９件  １，５１１，１０７，０００円 

平成２９年度    ４５９件  １，１９５，３９２，０００円 

平成３０年度    ２９６件    ６７２，１４４，０００円 

令和元年度      ６８件    ２７３，４９１，０００円 

令和２年度      ２８件    １３４，９４６，０００円 

計       ２，１３８件  ４，４０６，２６８，０００円 

⑦他の自治体の政策との比較検討 

 

 県内全自治体において、東日本大震災に伴う防災集団移転促進事業補助金交付は令和２年度で完

了している。 

 

⑧今後の予定及び施行予定年月日 

令和３年３月３１日 廃止告示（令和３年４月１日施行） 

⑨その他 

 東日本大震災に伴う石巻市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金についても廃止した。 

 


